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令和８年度答申第６号 

令和８年５月２９日 

 

諮問番号 令和８年度諮問第４号（令和８年４月２８日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 社会復帰促進等事業としてのアフターケアに係るアフターケア手帳の不

交付決定に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が労働者災害補償保

険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」という。）２９条１項１

号に掲げる社会復帰促進等事業としてのアフターケア（以下「アフターケア」

という。）に係るアフターケア手帳の交付申請（以下「本件交付申請」とい

う。）をしたところ、Ａ労働局長（以下「処分庁」という。）が、アフターケ

ア手帳を不交付とする決定（以下「本件不交付決定」という。）をしたことか

ら、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令等の定め 

（１）労災保険法２９条１項は、政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係

る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、同項各号に

掲げる事業を行うことができると規定し、同項１号には、療養に関する施

設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、
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複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者の円滑な社会復帰を促進す

るために必要な事業が掲げられている。 

そして、労災保険法２９条２項は、前項各号に掲げる事業の実施に関し

て必要な基準は厚生労働省令で定めると規定している。 

（２）上記（１）の委任を受けて、労働者災害補償保険法施行規則（昭和３０

年労働省令第２２号。以下「労災保険法施行規則」という。）２４条は、

労災保険法２９条１項１号に掲げる事業として、義肢等補装具費の支給、

外科後処置、労災はり・きゅう施術特別援護措置、アフターケア、アフタ

ーケア通院費の支給、振動障害者社会復帰援護金の支給及び頭頸部外傷症

候群等に対する職能回復援護を行うものとすると規定し、労災保険法施行

規則２８条１項は、上記の「アフターケア」は、障害補償給付、複数事業

労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省

労働基準局長が定める要件を満たす者等に対し、保健上の措置として診察、

保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が

定める措置を行うものとし、当該者に対してアフターケア手帳を交付する

ものとすると規定している。 

そして、労災保険法施行規則２８条２項は、前項に定めるもののほか、

アフターケアに関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定めると規

定している。 

（３）上記（２）の委任を受けて発出された平成１９年４月２３日付け基発第

０４２３００２号厚生労働省労働基準局長通達「社会復帰促進等事業とし

てのアフターケア実施要領の制定について」の別添「社会復帰促進等事業

としてのアフターケア実施要領」（令和７年３月３１日付け基発０３３１

第７号厚生労働省労働基準局長通達による改正後のもの）は、アフターケ

アの実施について、次のとおり定めている。 

ア 対象傷病 

対象傷病は、「呼吸機能障害」等の２０種類の傷病とする。 

イ 対象者 

対象者は、別紙の「傷病別アフターケア実施要綱」（以下「傷病別実施

要綱」という。）に定めるところによる。 

ウ 措置範囲 

アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は、次の事項について

傷病別実施要綱に定めるところによる。 
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（ア）診察 

（イ）保健指導 

（ウ）保健のための処置 

（エ）検査 

エ アフターケア手帳 

（ア）アフターケア手帳の新規交付を受けようとする者（以下「申請者」

という。）は、アフターケア手帳交付申請書を所轄署長（事業場の所

在地を管轄する労働基準監督署長）の所在地を管轄する都道府県労働

局長（以下「所轄労働局長」という。）に提出しなければならない。 

（イ）所轄労働局長は、アフターケア手帳交付申請書を受理したときは、

その内容を検討の上、新規交付又は不交付の決定をし、「アフターケ

ア手帳の（新規）交付・不交付決定通知書」により申請者に通知する

とともに、新規交付決定をした者に対し、アフターケア手帳を交付す

る。 

（４）傷病別実施要綱の第１８は、「呼吸機能障害に係るアフターケア」につ

いて、次のとおり定めている。 

ア 趣旨 

呼吸機能障害を残す者にあっては、症状固定後においても咳や痰等の後

遺症状を残すため、その症状の軽減及び悪化の防止を図る必要があること

に鑑み、アフターケアを行うものとする。 

イ  対象者 

アフターケアは、業務災害又は通勤災害により呼吸機能障害を残す者で

あって、労災保険法による障害補償給付若しくは障害給付を受けている者

又は受けると見込まれる者（症状固定した者に限る。）のうち、医学的に

早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行うもの

とする。 

２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

（１）審査請求人は、粉じん作業に従事し、令和元年１０月３日を症状確認日として

じん肺（管理区分２）の合併症として肺がんを発症したが、放射線治療後

再発なく経過し、令和７年５月１３日に治癒（症状固定）した。治癒時の傷病名

は「左下葉肺癌」である。 

これを受けて、審査請求人は、治癒後に障害が残存するとして、令和７年６月２
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日付けで、Ｂ労働基準監督署長（以下「本件労基署長」という。）に対し、労災保

険法１２条の８第２項の規定に基づき、障害補償給付支給請求を行ったところ、本

件労基署長は、同年１０月８日付けで、障害等級非該当として障害補償給付不支給

とする決定（以下「本件障害補償給付不支給決定」という。）をした。 

（障害補償給付支給請求書、労働者災害補償保険診断書、不支給決定通知、ア

フターケア手帳交付申請に係る調査結果復命書、障害認定調査結果復命書、

障害の程度に係る意見書） 

（２）審査請求人は、令和７年１０月２１日付けで、処分庁に対し、アフターケ

アの対象傷病を「呼吸機能障害」（対象傷病コード：１９）として、アフタ

ーケア手帳の交付申請（本件交付申請）をした。 

（健康管理手帳交付申請書） 

（３）審査請求人は、令和７年１０月２１日付けで、Ｃ労働者災害補償保険審

査官（以下「本件労災保険審査官」という。）に対し、本件障害補償給

付不支給決定を不服として審査請求（以下「本件労働保険審査請求」とい

う。）をした。しかし、提出された書面は再審査請求書であったため、本件

労災保険審査官は、同月２９日付けで審査請求書を提出するよう補正を求め

たところ、審査請求人は、同月３１日付けで審査請求書を再提出した。 

（労働保険再審査請求書、「審査請求書の補正について」と題する書面、

労働保険審査請求書） 

（４）処分庁は、令和７年１１月２７日付けで、審査請求人に対し、「呼吸機

能障害に関するアフターケア手帳は、申請者が業務災害又は通勤災害によ

る呼吸機能障害を残す者であって、労働者災害補償保険法（以下、労災保

険法という。）による障害補償給付若しくは障害給付を受けている者又は

受けると見込まれる者（症状固定した者に限る。）であることが交付要件

となっているところ（傷病別アフターケア実施要領第１４）、貴殿につい

ては、令和７年５月１３日症状固定にかかる残存障害について、労災保険

法による障害補償給付を請求されましたが、障害等級表に定めるいずれの

等級にも該当しないため、不支給とされていることから、傷病別アフター

ケア実施要領第１４に掲げる交付要件に該当しないため」（注：「傷病別

アフターケア実施要領第１４」は「傷病別実施要綱第１８」の誤記であ

る。）との理由を付して、アフターケア手帳を不交付とする決定（本件不

交付決定）をした。 

（アフターケア手帳の新規交付申請に係る不交付決定通知書） 
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（５）審査請求人は、令和７年１２月１６日、審査庁に対し、本件不交付決定

を不服として本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

（６）本件労災保険審査官は、上記（３）を受けて、令和８年３月２５日付け

で、審査請求人の呼吸機能の検査数値から障害等級には該当せず、本件

障害補償給付不支給決定は妥当であるとして、本件労働保険審査請求を棄

却する決定（以下「本件労働保険審査請求棄却決定」という。）をした。 

  （決定書（令和８年３月２５日付け決定書番号ａ）） 

（７）審査庁は、令和８年４月２８日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却

すべきであるとして本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

（１）審査請求書 

本件障害補償給付不支給決定に対して、主治医が障害を認める旨の診断

書を提出したが、その後の検査もないまま本件不交付決定がされたことに

疑問がある。 

（２）反論書 

審査請求人は、令和８年１月１２日早朝、呼吸困難で救急搬送され、入

院することとなった。 

審査当時の審査請求人の状態を国の指針に照らせば、その基準の範囲内

ではなかったかもしれないが、主治医や家族が心配していたように、審査

請求人の状態はその後も悪化を続け、今回のような事態となった。 

退院後の診察でも、この先入院を繰り返すことになるかもしれないと先

生からお話があった。新しいお薬もあり、２週間に１回の注射だが、高額

なので、審査請求人は「もうこんな年寄りだから」と言っている。先生か

らは、咳は随分楽になると思いますが、悩みますよね、しばらくは今のお

薬のままで様子を見ましょうとのお話があった。 

審査請求人も家族もずっと不安と心配の中で暮らしている。決定のため

の基準は必要だとは思うが、死ぬまで続く命に関わる判断であり、その時

点の判断だけで終わるものではない。ずっとその患者を診てきた医師の判

断は、もっと重要視されるべきものだと思う。 

基準に沿うか否かの判断だけであれば、ＡＩで十分である。人が人を看

るのであるから、その個々が、この先を見据えて必要かどうかを判断でき
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るのは、現場の人間だけである。必要としている人が必要なものを受けら

れる、そのような制度となることが望ましい。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

１ 本件では、審査請求人が呼吸機能障害に係るアフターケア（以下「本件アフ

ターケア」という。）の対象者に該当するか否かが問題となっている。 

（１）本件アフターケアの対象者については、傷病別実施要綱の第１８におい

て、「業務災害又は通勤災害により呼吸機能障害を残す者」という要件

（以下「要件１」という。）を示した上で、要件１を満たした者について、

「労働者災害補償保険法による障害補償給付若しくは障害給付を受けてい

る者又は受けると見込まれる者（症状固定した者に限る。）」という要件

（以下「要件２」という。）を示し、次にアフターケアの必要性に関し、

要件１及び要件２を満たした者のうち、「医学的に早期にアフターケアの

実施が必要であると認められる者」（以下「要件３」という。）を満たす

必要があるとされている。 

（２）まず、要件１及び要件２を満たしているかを検討する。 

令和７年７月９日にＤ病院において実施された運動負荷試験の結果につ

いて、同年８月２２日、処分庁がＥ労働局労災協力医に意見を求めたとこ

ろ、ＳＰＯ２の値は一般に９０パーセントを下回る場合に呼吸機能障害が

疑われるところ、開始前平均値９５．７パーセント、歩行中最小値９５パ

ーセント、終了後最大値９６パーセントであり、常に９０パーセントを上

回っていること、また、血圧値も特に異常はなく、この結果から呼吸機能

障害はないものと考える、との所見が示された。 

このほか、審査請求人の残存障害の状態について、令和７年２月１３日

実施の肺機能検査において、動脈血酸素分圧は８１．９Ｔｏｒｒ、動脈血

炭素ガス分圧は３９．９Ｔｏｒｒ、％１秒量は８７．０パーセント、％肺

活量は１１０．３パーセントであった。動脈血酸素分圧と動脈血炭素ガス

分圧の検査結果、スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定

結果からは、障害等級に該当する程度とは認められなかった。また、同年

７月９日にＤ病院で実施された運動負荷試験（６分間歩行テスト）の結果

は、歩数５０４歩、最小ＳＰＯ２の値は９５パーセント、最大ＰＲ６９ｂ

ｐｍ、Ｂｏｒｇ（呼吸／下肢）４／４、最高血圧１２３ｍｍＨｇ、総歩行

距離１８０メートルであり、肺機能低下による呼吸困難は認められなかっ

た。 
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以上より、審査請求人は、障害等級表に該当する程度の残存障害は認め

られないことが確認されている。これを受けて、本件労基署長は、令和７

年１０月８日付けで、審査請求人に対し、「障害等級表に定めるいずれの

等級にも該当しないため、不支給とする」旨の理由を付して本件障害補償

給付不支給決定を行った。 

したがって、審査請求人は、業務災害又は通勤災害により呼吸機能障害

を残す者（要件１）には該当せず、労災保険法による障害補償給付若しく

は障害給付を受けている者又は受けると見込まれる者（要件２）にも該当

しない。 

（３）以上によれば、審査請求人は、要件１及び要件２を満たしているとはい

えず、要件３について判断するまでもなく、本件アフターケアの対象者に

該当するとは認められない。 

したがって、本件不交付決定は妥当であり、本件審査請求には理由がな

いから棄却すべきである。 

なお、本件不交付決定の通知書において、①冒頭部分の「令和７年１月

１８日付けで貴殿から行われた標記の申請」との記載について、「１月１

８日付け」は誤記であり、正しくは「１０月２１日付け」である点、②

「理由」欄の「傷病別アフターケア実施要領第１４」との記載について、

「要領第１４」は誤記であり、正しくは「要綱第１８」である点は適切で

はなく、処分庁においては、今後同様の記載誤りが発生しないように対策

を講じるべきものである。 

２ 審理員意見書も、以上とおおむね同旨の理由を述べた上で、本件不交付決

定に違法又は不当な点はなく、本件審査請求は理由がないから棄却すべきで

あるとしている。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

一件記録によると、本件審査請求から本件諮問に至るまでの一連の手続に 

特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件不交付決定の違法性又は不当性について 

（１）審査請求人は、アフターケアの対象傷病を「呼吸機能障害」（対象傷病

コード：１９）として、アフターケア手帳の交付申請（本件交付申請）を

している（上記第１の２（２））。 

労災保険法施行規則２８条１項は、アフターケアについて、障害補償給付又は
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障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件

を満たす者等に対し、これを行うものと規定している（上記第１の１（２））。 

そして、傷病別実施要綱の第１８「呼吸機能障害に係るアフターケア」は、同

傷病に係るアフターケアの対象者は、業務災害又は通勤災害により呼吸機能障害

を残す者であって、労災保険法による「障害補償給付若しくは障害給付を受けて

いる者又は受けると見込まれる者（症状固定した者に限る。）」のうち、医学的

に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる者に対して行うものと定

めている（上記第１の１（４）イ）。 

以上の規定に照らせば、呼吸機能障害の程度を問わず、アフターケアの

対象者となるためには、「障害補償給付若しくは障害給付を受けている者

（又は受けることが見込まれる者）」であることが前提要件となる。 

（２）これを本件についてみると、審査請求人については、障害等級非該当とし

て本件障害補償給付不支給決定がされているところ（上記第１の２（１））、

審査請求人は「障害補償給付若しくは障害給付を受けている者」に該当せず、

また、一件記録を参照しても、これらを「受けることが見込まれる者」に当

たると認めるのを相当とするような事情又は証拠書類等は見当たらない。 

したがって、上記（１）の前提要件を欠くことは明らかであり、その余の

要件について判断するまでもなく、審査請求人は、本件アフターケアの対

象者に該当しない。 

（３）審査請求人は、障害補償給付支給請求時に主治医が障害を認める旨の診

断書を提出したにもかかわらず、本件障害補償給付不支給決定以降、新た

な検査がないまま本件不交付決定がされたことに疑義を述べる。また、そ

の後、呼吸困難により入院するなど状態は悪化しており、担当医からも今

後の悪化可能性が示されていることから、基準のみによる判断ではなく、

個別事情も踏まえ、主治医の判断を重視すべきであるという趣旨の主張を

する。 

しかし、上記第１の２（６）のとおり、本件労災保険審査官は、審査請

求人の呼吸機能の検査数値から障害等級には該当せず、本件障害補償給付

不支給決定は妥当であるとして、本件労働保険審査請求を棄却する決定を

している。そして、障害等級の認定に当たっては、平成１８年１月２５

日付け基発第０１２５００２号厚生労働省労働基準局長通達「胸腹部臓

器の障害に関する障害等級認定基準について」の別紙「胸腹部臓器の障

害に関する障害等級認定基準」に基づき検査の実施及び判断がされたも
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のであり、一件記録を精査しても、これを不当とすべき事情は認められ

ない。 

したがって、審査請求人については、上記（２）のとおり、アフターケ

アの対象者となるための前提要件を欠くのであるから、審査請求人の上記

主張は、採用することができない。また、本件交付申請に係る判断は、処

分時を基準とするものであるから、本件不交付決定後の審査請求人の体

調の変化については、本件不交付決定の適否に直ちに影響を及ぼすもの

ではない。 

（４）以上によれば、審査請求人は、本件アフターケアの対象者に該当しない

から、本件不交付決定は、違法又は不当とは認められない。 

３ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   八   木   一   洋 

委   員   野 口   貴 公 美 

委   員   村   田   珠   美 


